
北海道 ウクライナ避難民支援募金

日本国際連合協会北海道本部（本部長：伊藤義郎）では、ウクライナから北海道へ
避難して来られた方の生活を支援するため、次のとおり募金を実施します。
皆様の温かいご協力をお願いします。

支援内容：北海道へ避難して来られた方の当面の生活資金として、一時金をお渡しします。
（支給後、残額が出た場合は国連UNHCR協会へ寄託します）

北海道 ウクライナ避難民支援募金

・銀行振込 北洋銀行道庁支店 普通 ３５９４２４７
口座名義：日本国際連合協会北海道本部 北海道ウクライナ避難民支援募金

※北洋銀行の窓口でお振り込みの場合、振込手数料は無料となります。
※本支援募金は税控除（税制優遇）の対象外ですので、予めご了解ください。
※領収書が必要な方は下記「お問い合わせ先」までご連絡ください。

・受付期間 令和４年３月24日（木）～５月31日（火）

※避難民の方の来道状況により、期間を延長する場合があります。

支援対象：北海道在住のウクライナ人の方などの親族・知人で、ウクライナから北海道へ
避難して来られた方

【お問い合わせ先】

日本国際連合協会北海道本部（事務局：北海道総合政策部国際局国際課）

ＴＥＬ：０１１－２０４－５３４３ メール：somu.kokusai1@pref.hokkaido.lg.jp
↑数字の１です

・募 金 箱 北海道庁１階 ロビー受付 （9:00～17:00）

北海道庁別館12階 HIECC受付（9:00～17:00）


